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外来生物被害予防3原則

近年、町おこし等でといった趣旨で

ホタルやメダカなどを国内の他の地域から導入し

野外に放ち、定着させようとの活動が見られます。

　しかし、これらの活動により、新たに導入された地域では

もともと生息していたホタルやメダカとの交雑により

その地域固有の特性が喪失するなどの問題が

生じている例があります。

これらの行為は、本当の意味での「自然の回復」や

「生物多様性の保全」とはいえないのではないでしょうか。

　みなさんもいっしょに考えませんか。

表紙の特定外来生物

　侵略的な外来生物による被害を予防するためには
次の三原則を守ることが必要です。

１．入れない
 悪影響を及ぼすかもしれない
外来生物をむやみに日本にいれない

 　海外からはもちろん、国内の他地
域からの生物の安易な導入はやめま
しょう。

２．捨てない
 飼っている外来生物を野外に
捨てない

 　外来生物はもちろん普通に飼って
いるペットも野外に捨てたり、逃が
したりしてはいけません。飼った生
物は終生、飼養しましょう。

３．拡げない
 野外にすでにいる外来生物は
他地域に拡げない

 　すでに定着している外来生物を他
地域に持ち込むことは、被害を拡大
させることになるので、やめましょう。
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